
中山間総合対策本部の推進体制について  

中山間総合対策本部 

 が知られていない。
（「あまり知らない」＋
「全く知らない」） 

・「あったかふれあいセ
ンター」の周知が必要
である。 

 

○中山間地域の実態把握 
○中山間地域の調査研究 
○中山間地域対策の検討及び 
 推進に関すること 
○その他、中山間地域対策に 関
すること 

関係課室の課長補佐で構成 

庁内の実務者レベルの政策調
整、検討の場 

 
・中山間地域対策課担当者 
・地域支援企画員 
・関係課の担当者 
・関係分野の出先機関担当者 
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・中山間地域対策課課長補佐 
・地域支援企画員（総括） 
・必要に応じて、関係課の課長補 
 佐及び関係する分野の出先機 
 関の職員 

 

７ブロックごとの支援チーム 

連   携 

 
        本部長 

      （知 事） 
        ↓ 
           副本部長 
          （副知事） 
               ↓ 
           本部次長 
（理事(中山間対策・運輸担当））   
（地域福祉部長） 
（産業振興推進部長） 

        ↓ 
         本部員 
（関係部の副部長） 
（地域産業振興監）  
    

  

センターごとの支援チーム 
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推進チーム（全体会） 

全  体  調 整 

報告 

指示 

①鳥獣被害対策 

②移動手段の確保に向けた仕組
みづくり 

③農林水産物直販所への支援 

連   携 

現
場 

現
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■重点事業のフォローアップ 
 

■来年度に向けた政策検討 
 

■中山間対策に関する情報 
  収集と共有 

■中山間総合対策本部の事 
  前調整 
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（案） 


